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お
わ
り
に
1
今
後
の
研
究
計
画
1

　
は
じ
め
に
ー
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
概
観
ー

私
は
、
一
九
八
二
年
十
月
一
五
日
か
ら
翌
八
三
年
九
月
二
四
日
ま
で
、

　
　
　
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
労
働
法
を
研
究
す
る
た
め
に
、
同
国
の
首
都
ベ
オ

グ
ラ
ー
ド
に
滞
在
し
た
。
こ
の
間
、
専
ら
、
「
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
外
国
語
学

校
」
に
通
学
し
て
、
セ
ル
ビ
ア
語
の
習
得
に
努
め
つ
つ
、
傍
ら
、
ベ
オ
グ

ラ
ー
ド
大
学
法
学
部
ヴ
ラ
イ
コ
・
ブ
ラ
イ
チ
く
亙
ぎ
ω
轟
濠
教
授
の
下

で
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
労
働
法
の
研
究
を
行
っ
た
。
幸
い
、
初
歩
的
に

で
は
あ
る
が
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
労
働
法
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
、
お
招
き
を
受
け
た
・
こ
の
機
会
を
利
用
し
て
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
労
働
法
の
歴
史
と
現
状
に
つ
い
て
、
の
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　
本
論
に
入
る
前
に
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
つ
い
て
、
多
少
、
概
観
し

て
み
た
い
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
正
式
の
国
名
は
、
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
社
会
主
義
連
邦
共
和
国
ω
8
蕾
房
段
冨
閃
a
①
莚
け
貯
慧
勾
Φ
讐
嘗
訂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五



ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

冒
讐
巴
睾
蕾
」
と
い
う
。
人
口
は
、
一
九
八
二
年
現
在
で
、
約
二
二
六
五

万
人
、
面
積
は
二
五
万
六
〇
〇
〇
平
方
キ
・
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
我
国
の

本
州
と
四
国
を
合
わ
せ
た
程
度
の
広
さ
で
あ
る
。
さ
て
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ

ィ
ア
は
多
様
性
に
富
ん
だ
国
で
、
「
七
つ
の
国
境
、
六
つ
の
共
和
国
、
五

つ
の
民
族
、
四
つ
の
宗
教
、
三
つ
の
言
語
、
二
つ
の
文
字
」
を
、
も
っ
て

い
る
。
ま
ず
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
は
、
七
つ
の
国
々
即
ち
イ
タ
リ
ア
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
　
ハ
ソ
ガ
リ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ギ
リ
シ

ア
及
び
ア
ル
バ
ニ
ア
と
、
国
境
を
接
し
て
い
る
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

は
、
六
つ
の
共
和
国
と
二
つ
の
自
治
州
を
も
っ
て
い
る
。
六
つ
の
共
和
国

と
は
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
共
和
国
（
首
都
は
リ
ュ
ブ
リ
ヤ
ー
ナ
）
、
ク
ロ
ア
チ

ア
共
和
国
（
ザ
グ
レ
ブ
）
、
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
（
ベ
オ
グ
ラ
！
ド
）
、
ボ
ス

ナ
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
共
和
国
（
サ
ラ
エ
ボ
）
、
ツ
ル
ナ
・
ゴ
ー
ラ
共

和
国
（
チ
ト
ー
グ
ラ
ー
ド
）
そ
し
て
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
共
和
国
（
ス
コ
プ
リ

ェ
）
で
あ
る
。
故
チ
ト
ー
大
統
領
（
セ
ル
ビ
ア
語
で
は
、
「
チ
ー
ト
」
）
は

ク
β
ア
チ
ア
の
出
身
で
あ
り
、
そ
の
右
腕
で
あ
っ
た
・
故
カ
ル
デ
リ
氏
は

ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
の
出
身
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
元
・
副
大
統
領
の
ジ
ラ
ス
氏

は
、
ツ
ル
ナ
・
ゴ
ー
ラ
の
出
身
で
あ
る
。
さ
て
、
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
は
、

二
つ
の
自
治
州
即
ち
北
部
に
あ
る
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
自
治
州
と
南
部
に

あ
る
コ
ソ
ヴ
ォ
自
治
州
を
、
ふ
く
ん
で
い
る
。
前
者
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ア
人

の
自
治
州
で
、
後
者
は
、
ア
ル
バ
ニ
ア
人
の
自
治
州
で
あ
る
。
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ヴ
ィ
ア
に
居
住
す
る
主
要
な
民
族
は
、
五
つ
即
ち
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
、

一
七
六

ク
ロ
ア
チ
ァ
人
、
セ
ル
ピ
ア
人
、
モ
ソ
テ
グ
ロ
人
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
で
あ

る
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
が
信
仰
す
る
宗
教
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
、
セ

ル
ビ
ア
正
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
四
つ
で
あ
る
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ヴ
ィ
ア
で
は
、
三
つ
の
言
語
が
、
主
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
人
口
の
八
割

弱
は
、
「
セ
ル
ボ
・
ク
ロ
ア
チ
ア
語
」
を
喋
べ
る
が
、
北
部
の
ス
ロ
ヴ
ェ

ニ
ア
で
は
、
「
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
語
」
が
用
い
ら
れ
、
ま
た
、
南
部
の
マ
ケ

ド
ニ
ア
で
は
、
「
マ
ケ
ド
ニ
ア
語
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
三
つ

の
言
語
は
、
ロ
シ
ア
語
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
と
同
じ
ス
ラ
ヴ
語
に
属
し
て
い

る
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
で
は
、
二
つ
の
文
字
つ
ま
り
「
ラ
テ
ン
文
字
」

と
「
キ
リ
ル
文
字
」
が
、
使
わ
れ
て
い
る
。
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
及
び
ザ
グ
レ

ブ
の
周
辺
で
は
、
セ
ル
ボ
・
ク
ロ
ア
チ
ア
語
（
こ
れ
は
、
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド

側
か
ら
の
呼
称
で
、
ザ
グ
レ
ブ
側
は
、
ク
ロ
ア
チ
ァ
・
セ
ル
ビ
ア
語
と
呼

ぶ
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
で
は
、
キ
リ
ル

文
字
が
、
他
方
、
ザ
グ
レ
ブ
で
は
、
ラ
テ
ソ
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。
キ

リ
ル
文
字
と
い
う
の
は
、
ロ
シ
ア
文
字
と
、
殆
ん
ど
同
じ
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
多
様
性
を
も
つ
・
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
、
統

一
国
家
が
成
立
し
た
の
は
、
一
九
一
八
年
二
一
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

れ
よ
り
先
、
＝
一
天
九
年
か
ら
一
八
六
七
年
ま
で
の
約
五
百
年
間
、
ベ
オ

グ
ラ
ー
ド
以
南
の
地
域
は
、
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
の
支
配
下
に
お
か
れ
て

い
た
。
他
方
、
ザ
グ
レ
ブ
以
北
の
地
域
も
、
数
百
年
間
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・

ハ
ソ
ガ
リ
ア
帝
国
の
版
図
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
統
一
国
家



は
、
間
も
な
く
、
一
九
四
一
年
六
月
、
ヒ
ヅ
ト
ラ
ー
・
ド
イ
ッ
の
急
襲
を

う
け
て
、
た
ち
ま
ち
崩
壊
し
、
国
土
は
、
ド
イ
ッ
な
ど
数
ケ
国
の
占
領
す

る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
人
民
は
、
チ
ト

ー
の
ひ
き
い
る
共
産
党
の
訴
え
に
応
え
て
、
対
独
武
力
闘
争
に
決
起
し
、

四
年
間
に
、
約
一
七
〇
万
人
の
戦
死
者
（
当
時
の
人
口
の
ほ
ぼ
一
割
）
を

出
し
つ
つ
も
、
自
力
で
、
民
族
の
独
立
を
回
復
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
四

五
年
一
一
月
二
九
日
、
人
民
共
和
国
を
樹
立
し
、
社
会
の
社
会
主
義
的
改

造
に
着
手
し
た
。
現
在
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
は
、
対
外
的
に
は
、
非
同

盟
・
中
立
の
路
線
を
追
求
し
、
対
内
的
に
は
、
「
自
主
管
理
」
を
特
徴
と

す
る
社
会
主
義
の
建
設
に
、
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ヴ
ィ
ア
の
概
観
で
あ
る
。

1
　
一
九
七
六
年
連
合
労
働
法
に
お
け
る
労
働
者
の
企
業
自

　
主
管
理
制
度

　
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
主
義
は
、
「
自
主
管
理
」
を
そ
の
特
徴
と
し

て
お
り
、
そ
の
「
自
主
管
理
」
は
、
企
業
に
お
け
る
自
主
管
理
と
政
治
に

お
け
る
自
主
管
理
を
柱
に
し
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
二
つ
の
自
主
管
理
の

う
ち
で
、
企
業
に
お
け
る
自
主
管
理
は
、
一
九
五
〇
年
六
月
の
基
本
法
に

よ
っ
て
法
制
化
さ
れ
、
一
九
五
三
年
の
憲
法
的
法
律
な
ど
を
経
て
、
一
九

七
四
年
の
第
四
次
憲
法
及
び
一
九
七
六
年
の
連
合
労
働
法
へ
と
、
展
開
し

て
い
っ
た
。
即
ち
、
一
九
七
六
年
の
連
合
労
働
法
は
、
一
九
五
〇
年
に
導

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

入
さ
れ
た
・
労
働
者
の
企
業
自
主
管
理
制
度
の
二
六
年
間
に
亘
る
展
開
の

歩
み
を
、
集
大
成
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
一
九
七
四
年

の
第
四
次
憲
法
を
ふ
ま
え
て
、
企
業
に
お
け
る
自
主
管
理
を
詳
細
に
規
定

し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
法
律
の
規
定
す
る
「
連
合
労
働
の
諸
形
態
」

と
「
労
働
者
に
よ
る
自
主
管
理
の
遂
行
」
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
し
て
み

る
。　

一
、
連
合
労
働
の
諸
形
態

　
「
連
合
労
働
」
と
は
何
か
。
「
連
合
労
働
且
三
澄
巳
冨
α
」
と
は
、

労
働
者
が
、
そ
の
労
働
を
、
他
の
労
働
者
の
労
働
及
び
生
産
手
段
と
結
び

つ
け
る
こ
と
即
ち
労
働
と
資
財
と
の
結
集
、
で
あ
る
。
で
は
、
連
合
労
働

は
、
い
か
な
る
形
態
を
と
る
の
か
。
連
合
労
働
の
形
態
と
し
て
は
、
「
連

合
労
働
基
礎
組
織
」
「
労
働
組
織
」
「
複
合
連
合
労
働
組
織
」
「
自
主
管
理

利
益
共
同
体
」
「
労
働
共
同
体
」
が
あ
り
、
更
に
、
農
民
の
連
合
労
働
、

自
営
業
者
の
連
合
労
働
、
弁
護
士
な
ど
の
専
門
家
の
連
合
労
働
も
、
規
定

さ
れ
て
い
る
。

　
1
　
連
合
労
働
基
礎
組
織
（
O
撃
o
毒
O
茜
き
冒
碧
蕾
q
ユ
旨
澄
ぎ
頒

　
　
国
呂
餌
）

　
こ
れ
は
、
連
合
労
働
の
基
本
単
位
で
あ
っ
て
、
労
働
者
が
、
自
主
管
理

権
を
行
使
し
決
定
を
下
す
基
礎
的
な
場
で
あ
る
（
七
四
年
憲
法
一
四
条
二

項
・
連
合
労
働
法
二
二
条
二
項
二
四
条
・
三
二
〇
条
以
下
）
。
後
に
の

べ
る
・
労
働
組
織
内
で
、
技
術
的
に
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
持
ち
、
独
自
に

一
七
七



ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

経
済
計
算
の
で
き
る
部
分
が
、
こ
の
「
連
合
労
働
基
礎
組
織
」
と
し
て
組

織
さ
れ
る
（
三
二
〇
条
）
。
こ
う
し
た
基
礎
組
織
の
形
成
は
、
関
係
労
働

者
の
労
働
者
集
会
に
お
け
る
一
般
投
票
に
よ
っ
て
、
決
定
さ
れ
る
（
三
二

八
条
・
四
六
三
条
）
が
、
決
定
の
採
択
に
は
、
過
半
数
の
支
持
を
必
要
と

す
る
（
四
六
八
条
）
。
な
お
、
基
礎
組
織
の
形
成
が
否
決
さ
れ
た
場
合
は
、

再
提
案
が
可
能
で
あ
る
（
四
六
九
条
）
。

　
2
　
労
働
組
織
（
勾
＆
醤
O
茜
㊤
三
尽
o
督
）

　
技
術
的
分
業
関
係
に
あ
る
又
は
利
益
を
共
通
に
し
て
い
る
・
複
数
の
基

礎
組
織
が
、
連
合
し
て
、
「
労
働
組
織
」
を
形
成
す
る
（
一
六
条
二
項
・

三
四
六
条
以
下
）
。
こ
の
労
働
組
織
の
形
成
ぽ
、
関
係
基
礎
組
織
間
の
、

労
働
組
織
へ
の
連
合
に
関
す
る
自
主
管
理
協
定
の
締
結
に
よ
っ
て
、
行
わ

れ
る
（
三
七
一
条
）
。

　
3
　
労
働
共
同
体
（
幻
9。
山
暴
N
a
a
艮
8
）

　
「
労
働
共
同
体
」
と
は
、
労
働
組
織
を
構
成
し
て
い
る
諸
基
礎
組
織

が
、
共
通
に
関
心
を
よ
せ
て
い
る
・
事
務
と
か
会
計
な
ど
の
業
務
を
行
う

勤
労
者
の
集
団
で
あ
る
（
一
五
条
・
四
〇
〇
条
以
下
）
。
こ
う
し
た
労
働

共
同
体
の
形
成
及
び
基
礎
組
織
と
の
間
の
労
働
組
織
の
形
成
は
、
い
ず
れ

も
、
自
主
管
理
協
定
の
締
結
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
（
四
〇
〇
条
）
。

　
こ
う
し
て
、
労
働
組
織
即
ち
企
業
は
、
複
数
の
基
礎
組
織
及
び
労
働
共

同
体
に
よ
っ
て
、
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
ノ
ヴ
ィ
・
ベ
オ

グ
ラ
ー
ド
に
本
社
を
も
ち
、
連
邦
各
地
に
工
場
・
事
務
所
の
あ
る
「
一
亭

一
七
八

身
ω
鼠
す
宮
腺
冒
巴
↓
轟
写
o
轟
」
は
、
販
売
、
輸
出
、
設
計
な
ど
の
部

門
を
単
位
に
す
る
・
一
二
の
基
礎
組
織
と
、
二
つ
の
労
働
共
同
体
を
も
っ

て
い
る
。
ま
た
、
出
版
労
働
組
織
「
㌍
8
語
3
」
は
、
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド

に
、
　
一
〇
個
の
売
店
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
、
「
基
礎
組

織
」
な
の
で
あ
る
。

　
4
　
複
合
連
合
労
働
組
織
（
ω
一
〇
澄
髭
O
茜
き
蕊
8
膏
d
辞
鼠
窪
濃

　
　
幻
且
四
）

　
「
複
合
連
合
労
働
組
織
」
は
、
労
働
組
織
の
連
合
つ
ま
り
企
業
連
合
で

あ
る
（
一
六
条
三
項
・
三
八
二
条
以
下
）
。
こ
の
組
織
の
形
成
も
、
連
合

に
関
す
る
自
主
管
理
協
定
の
締
結
に
よ
る
（
三
八
三
条
）
。

　
以
上
の
形
態
の
連
合
労
働
は
、
「
連
合
労
働
組
織
○
お
睾
置
8
督

d
身
良
窪
謁
国
毘
ε
と
総
称
さ
れ
る
。
さ
て
、
一
九
八
一
年
現
在
で
、

二
万
九
三
九
の
基
礎
組
織
、
一
万
三
八
八
八
の
基
礎
組
織
を
も
た
な
い
労

働
組
織
、
四
四
五
一
の
基
礎
組
織
を
も
つ
労
働
組
織
、
四
〇
四
の
複
合
組

織
、
五
六
二
四
の
複
合
組
織
の
労
働
共
同
体
が
、
存
在
し
て
い
る
。
（
ω
挙

怠
ω
菖
α
匹
国
巴
g
α
鍵
冒
鵬
o
o
ω
一
男
ご
①
ご
o
o
o
o
ω
珪
嵩
）
。

　
5
　
連
合
労
働
の
そ
の
形
の
形
態

　
連
合
労
働
の
そ
の
他
の
形
態
と
し
て
は
、
同
一
部
門
の
連
合
労
働
組
織

が
、
分
業
・
市
場
調
査
・
生
産
調
整
な
ど
の
た
め
に
形
成
す
る
「
事
業
共

同
体
頃
o
ω
5
〈
暴
N
a
＆
三
8
」
（
三
八
八
条
）
、
教
育
？
科
学
・
文
化
・

福
祉
・
住
宅
建
設
・
電
力
・
水
利
・
交
通
な
ど
に
関
す
る
「
自
主
管
理
利



益
共
同
体
留
ヨ
3
冥
薯
ま
ぎ
3
お
ω
器
N
a
8
鼠
8
」
（
三
八
九
条
～

三
九
二
条
）
、
「
銀
行
O
ω
ロ
o
〈
塁
切
き
冨
」
（
三
九
五
条
四
項
）
、
「
生
命

財
産
保
険
共
同
体
N
a
a
乱
8
0
匹
讐
寅
三
帥
一
ヨ
o
＜
日
①
一
口
8
」
（
三

九
四
条
）
が
、
あ
る
。

　
6
　
農
民
な
ど
の
連
合
労
働

　
農
民
は
、
農
業
協
同
組
合
又
は
連
合
労
働
組
織
に
結
集
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
憲
法
六
二
条
・
法
二
七
五
条
以
下
）
。
市
民
的
所
有
に
あ
る
労
働

手
段
を
用
い
て
、
自
主
的
に
個
人
労
働
を
行
う
・
自
営
業
者
は
、
職
人
協

同
組
合
に
結
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
憲
六
五
条
・
法
三
〇
一
条
以
下
）
。

ま
た
、
芸
術
・
文
化
・
弁
護
士
な
ど
の
専
門
活
動
家
は
、
労
働
共
同
体
を

設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
憲
三
一
条
・
法
一
〇
〇
条
以
下
）
。

　
二
、
労
働
者
に
よ
る
自
主
管
理
の
遂
行

　
労
働
老
は
、
自
主
管
理
を
、
ど
の
よ
う
に
遂
行
す
る
の
か
。
基
礎
組
織

の
労
働
者
は
、
労
働
者
集
会
に
お
け
る
一
般
投
票
と
労
働
者
評
議
会
に
お

け
る
代
表
を
通
じ
て
、
決
定
を
採
択
し
、
こ
う
し
た
決
定
を
、
事
業
管
理

機
関
に
執
行
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
主
管
理
の
特
別
形
態
と
し

て
、
「
自
主
管
理
労
働
者
の
監
督
機
関
」
が
あ
る
。

　
1
　
決
定
の
採
択

　
労
働
者
は
、
「
労
働
者
集
会
で
の
一
般
投
票
器
剛
R
窪
費
ヨ
」
を
通
じ

て
、
決
定
を
採
択
す
る
（
四
六
二
条
）
。
基
礎
組
織
へ
の
労
働
者
の
労
働

の
結
集
・
基
礎
組
織
の
労
働
組
織
へ
の
連
合
・
基
礎
組
織
等
の
内
規
・
基

ユ
　
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

礎
組
織
の
計
画
の
概
要
・
資
財
を
労
働
者
の
所
得
に
配
分
す
る
根
拠
・
基

準
な
ど
は
、
こ
う
し
た
一
般
投
票
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
（
四
六
三
条
）
。

　
労
働
者
は
、
基
礎
組
織
の
活
動
と
事
業
に
つ
い
て
の
管
理
責
任
を
も
つ

機
関
と
し
て
、
「
労
働
者
評
議
会
勾
呂
三
踏
一
ω
薯
9
」
を
形
成
す
る
（
憲

九
九
条
・
法
四
九
〇
条
）
〔
但
し
、
労
働
者
数
が
三
〇
人
に
み
た
な
い
基

礎
組
織
は
、
労
働
者
評
議
会
を
形
成
せ
ず
、
そ
こ
で
は
、
全
労
働
者
が
、

労
働
者
評
議
会
の
機
能
を
遂
行
す
る
（
四
九
〇
条
二
項
）
〕
。
こ
の
労
働
者

評
議
会
が
、
事
業
政
策
の
定
式
化
・
基
礎
組
織
の
計
画
の
採
択
・
事
業
政

策
と
基
礎
組
織
の
計
画
を
履
行
す
る
た
め
の
措
置
の
確
定
な
ど
を
、
行
な

う
（
憲
一
〇
〇
条
、
法
四
九
五
条
）
。
評
議
会
の
メ
ソ
バ
ー
（
五
～
＝
名
）

は
、
個
々
の
基
礎
組
織
の
労
働
者
の
社
会
的
構
成
（
職
種
・
資
格
・
男
女
・

年
令
等
）
に
、
対
応
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
九
一
条
）
。

さ
て
、
労
働
者
評
議
会
は
、
「
執
行
機
関
甘
く
隷
三
〇
お
弩
」
を
も
つ
（
四

九
八
条
）
。
こ
の
執
行
機
関
は
、
計
画
の
提
案
、
労
働
者
評
議
会
の
決
定
の

事
業
管
理
機
関
に
よ
る
執
行
に
対
す
る
監
督
な
ど
に
つ
い
て
、
権
限
を
も

つ
（
五
〇
〇
条
）
。
執
行
機
関
の
メ
と
ハ
ー
は
、
評
議
会
の
メ
ソ
バ
ー
及

び
基
礎
組
織
の
そ
の
他
の
労
働
者
の
な
か
か
ら
、
選
出
さ
れ
る
（
四
九
九

条
）
。
労
働
者
評
議
会
及
び
そ
の
執
行
機
関
の
メ
ン
バ
ー
の
任
期
は
、
二

年
以
下
で
あ
っ
て
、
二
期
を
こ
え
る
連
続
選
出
は
な
い
（
憲
一
〇
二
条
・

法
四
九
二
条
・
四
九
三
条
・
四
九
九
条
）
。
こ
れ
は
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト

化
予
防
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
後
に
の
べ
る
事
業
管
理
機
関
の
メ
と
ハ

一
七
九



ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

1
は
、
労
働
者
評
議
会
・
そ
の
執
行
機
関
に
選
出
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
（
憲
一
〇
二
条
・
法
四
九
三
条
・
四
九
九
条
）
。

　
2
　
事
業
管
理
機
関
に
よ
る
決
定
の
執
行

　
各
々
の
基
礎
組
織
は
、
単
独
制
叉
は
合
議
制
の
「
事
業
管
理
機
関
勺
？

ω
δ
〈
＆
艮
O
茜
睾
」
を
も
つ
（
五
〇
三
条
）
。
こ
の
事
業
管
理
機
関
が
、

基
礎
組
織
の
事
業
の
管
理
、
労
働
過
程
の
組
織
調
整
、
労
働
者
の
直
接
的

決
定
及
び
労
働
者
評
議
会
・
執
行
機
関
の
決
定
の
執
行
な
ど
を
、
行
な
う

（
五
コ
ニ
条
）
。
事
業
管
理
機
関
は
、
基
礎
組
織
の
労
働
者
評
議
会
が
、

指
名
し
解
任
す
る
の
で
あ
る
が
、
労
働
者
評
議
会
に
よ
る
指
名
は
、
基
礎

組
織
の
代
表
、
労
働
組
合
の
代
表
、
社
会
共
同
体
の
代
表
か
ら
成
る
選
考

委
員
会
の
、
公
募
に
よ
る
候
補
者
選
考
を
基
礎
に
し
た
．
指
名
の
提
案
に

も
と
づ
い
て
、
行
わ
れ
る
（
五
〇
四
条
）
。
任
期
は
四
年
以
下
で
あ
る
が
、

再
選
も
可
能
で
あ
る
。

　
3
　
自
主
管
理
労
働
者
の
監
督
機
関

　
各
基
礎
組
織
に
は
、
「
自
主
管
理
労
働
者
の
監
督
機
関
O
お
睾
留
ヨ
o
－

后
β
く
器
幻
呂
艮
穿
o
因
8
耳
o
げ
」
が
、
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
機
関
は
、

労
働
者
・
管
理
の
諸
機
関
・
執
行
機
関
が
行
な
っ
た
決
定
の
履
行
な
ど
に

つ
い
て
、
監
督
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
（
五
五
六
条
）
。
こ
の
機
関
の
メ

ン
バ
ー
は
、
基
礎
組
織
の
労
働
者
に
よ
っ
て
、
選
出
・
罷
免
さ
れ
る
（
五

五
八
条
）
。
事
業
管
理
機
関
の
メ
と
ハ
ー
は
、
こ
の
監
督
機
関
の
構
成
員

に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
五
六
三
条
）
。

一
八
○

　
以
上
は
、
基
礎
組
織
に
お
け
る
、
労
働
者
の
自
主
管
理
遂
行
の
仕
組
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
れ
以
外
の
連
合
労
働
組
織
に
も
、
ほ
ぼ
あ
て
は
ま

る
の
で
あ
る
。

皿
　
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
労
働
法
の
歴
史

　
社
会
主
義
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
は
、
ブ
ラ
イ

チ
教
授
に
よ
る
と
、
一
九
四
一
年
六
月
に
は
じ
ま
る
「
第
一
期
」
、
一
九

四
四
年
一
〇
月
の
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
解
放
以
降
の
「
第
二
期
」
、
　
一
九
五
〇

年
に
は
じ
ま
る
「
第
三
期
」
、
そ
し
て
、
一
九
七
一
年
以
降
の
「
第
四
期
」

に
、
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
法
の
こ
う
し
た
歴
史
を
た
ど
る
こ

と
は
、
労
働
者
に
よ
る
企
業
自
主
管
理
制
度
の
形
成
・
展
開
を
た
ど
る
こ

と
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
観
点
で
労
働
法
史
を
把
え
た
場
合
、
一
九
五
〇

年
以
降
現
在
に
至
る
「
第
三
期
」
と
「
第
四
期
」
が
、
重
要
な
意
味
を
も

つ
。
そ
こ
で
、
そ
う
し
た
二
つ
の
時
期
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
、
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ヴ
ィ
ア
労
働
法
史
を
概
観
し
て
み
る
。

　
一
、
社
会
主
義
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
史
の
「
第
三

期
」
は
、
一
九
五
〇
年
六
月
の
「
労
働
者
集
団
に
よ
る
、
国
有
経
済
企
業

と
上
級
経
済
連
合
の
管
理
に
関
す
る
基
本
法
O
撃
薯
巳
N
接
8
0
宰

箕
麩
ζ
き
冒
身
澄
く
巳
ヨ
榎
一
≦
a
三
B
鷺
Φ
身
器
鰹
ヨ
帥
一
く
一
際
ヨ
鷺
一
・

≦
＆
三
B
仁
身
譲
〇
三
一
ヨ
四
〇
山
ω
け
壁
昌
①
鵠
匹
三
げ
犀
0
5
耳
貯
㊤
」
の
制
定

と
と
も
に
、
は
じ
ま
っ
た
。
工
場
な
ど
の
企
業
は
、
こ
の
基
本
法
に
よ
っ



て
、
労
働
者
集
団
が
、
労
働
者
評
議
会
と
管
理
委
員
会
を
通
じ
て
、
管
理

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
九
四
六
年
の
国
家
経
済
企
業
基
本
法

が
導
入
し
て
い
た
・
ソ
連
型
の
工
業
企
業
管
理
シ
ス
テ
ム
即
ち
国
家
が
企

業
長
を
通
じ
て
国
有
企
業
を
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
を
、
根
本
的
に
変
更
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
企
業
の
労
働
者
自
主

管
理
制
度
の
形
成
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
基
本
法
の
採
択
は
、
チ
ト
ー

が
同
法
採
択
の
さ
い
の
演
説
で
の
べ
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
、
一
九
四
六
年

の
「
生
産
手
段
国
有
化
法
の
採
択
後
に
お
け
る
最
も
重
要
な
歴
史
的
行

為
」
で
あ
っ
た
。
で
は
、
何
故
、
こ
の
時
期
に
、
労
働
者
に
よ
る
企
業
自

主
管
理
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
か
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共
産
党
は
、
一

九
四
八
年
六
月
、
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
っ
て
、
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
か
ら
除
名

さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
契
機
に
、
そ
れ
ま
で
の
ソ
連
型
経
済
シ
ス
テ
ム
の
再

検
討
を
開
始
し
、
同
党
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
古
典
に
依
拠
し
つ
つ
、
同

時
に
、
自
国
の
解
放
闘
争
の
経
験
を
ふ
ま
え
て
、
労
働
者
に
よ
る
企
業
自

主
管
理
制
度
の
導
入
を
決
意
し
て
い
っ
た
。
カ
ル
デ
リ
は
、
こ
の
間
の
事

情
を
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
「
長
い
共
同
の
議
論
（
コ
ミ
ン
フ
ォ

ル
ム
に
よ
る
除
名
に
関
す
る
u
引
用
者
）
の
末
、
わ
れ
わ
れ
が
得
た
結
論

は
、
あ
る
二
つ
の
要
素
、
す
な
わ
ち
二
つ
の
原
因
が
こ
こ
で
主
役
を
演
じ

た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
将
来
も
同
じ
か
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
大
ぎ
な
悪

い
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
」
「
わ

が
国
社
会
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
は
じ
め
の
二
つ
の
要
因

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

（
共
産
党
の
堕
落
、
労
働
者
階
級
の
大
衆
が
権
力
か
ら
分
離
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
一
引
用
者
）
に
結
び
つ
い
た
問
題
を
集
中
的
に
解
決
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
と
し
た
。
か
く
し
て
、
こ
こ
に
自
主
管
理
の

理
想
が
蘇
る
。
そ
れ
は
、
難
し
い
こ
と
で
も
新
し
い
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
す
で
に
人
民
解
放
闘
争
の
中
で
生
ま
れ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
人
民
解
放
闘
争
の
中
に
打
ち
樹
て
ら
れ
た
人
民
樹
力
は
、
実
は

す
べ
て
こ
れ
自
主
管
理
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
「
全
党
が
こ
の
方
向
に
進
路

を
と
っ
た
」
「
自
主
管
理
を
す
る
労
働
者
階
級
は
、
国
家
権
力
と
経
済
権
力

の
あ
ら
ゆ
る
積
桿
に
決
定
的
な
影
響
力
を
行
使
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」

「
チ
ト
ー
は
、
こ
の
提
案
（
一
九
四
九
年
春
の
あ
る
目
、
カ
ル
デ
リ
な
ど

の
ユ
ー
ゴ
共
産
党
政
治
局
の
何
人
か
が
、
チ
ト
ー
に
、
自
主
管
理
を
社
会

体
制
と
し
て
組
み
立
て
る
こ
と
な
ど
を
提
案
し
た
u
引
用
者
）
に
賛
成
し

た
ば
か
り
で
な
く
、
自
主
管
理
こ
そ
が
社
会
主
義
の
唯
一
可
能
な
道
な
の

だ
と
考
え
た
。
彼
は
出
発
点
を
、
『
土
地
は
農
民
に
、
工
場
は
労
働
者
に
』

と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
以
前
か
ら
の
旧
い
労
働
者
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
置
い

た
」
「
全
自
主
管
理
体
制
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
労

働
者
評
議
会
法
を
準
備
す
る
こ
と
に
決
め
た
」
「
一
九
五
〇
年
、
労
働
者
評

議
会
法
が
採
択
さ
れ
た
」
（
カ
ル
デ
リ
回
想
記
、
山
崎
那
美
子
訳
）
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
一
九
五
〇
年
の
基
本
法
が
採
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
よ
り
先
、
一
九
四
九
年
一
二
月
に
、
政
府
代
表
と
労
働
組
合
代
表
と
が

連
署
し
た
「
国
家
経
済
企
業
の
労
働
者
評
議
会
設
立
老
そ
の
活
動
に
関
す

一
八
一



ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

る
指
令
d
窟
房
宴
o
o
o
ω
三
く
き
冒
ζ
区
蔭
蚕
α
三
簿
旨
器
毒
鼠
身
澄
・

誰
筐
矯
貯
冨
3
ぎ
．
鷺
＆
自
R
ε
（
三
部
・
一
六
条
）
が
発
せ
ら
れ
、
こ

の
指
令
が
、
国
家
経
済
企
業
へ
の
労
働
者
評
議
会
の
設
立
を
打
ち
出
し

た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
労
働
者
評
議
会
の
行
な
っ
た
決
定
に
、
企
業
長
が

不
同
意
の
場
合
、
労
働
者
評
議
会
の
措
置
は
、
国
家
の
企
業
指
導
機
関
で

あ
る
A
O
R
の
裁
定
が
あ
る
ま
で
は
、
企
業
長
を
拘
束
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
（
コ
条
）
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
労
働
者
評
議
会
は
、
労
働

者
の
自
主
管
理
機
関
と
い
う
よ
り
、
労
働
者
の
経
営
参
加
機
関
と
で
も
い

う
べ
き
も
の
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
指
令

は
、
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
者
自
主
管
理
の
発
達
史
上
の

最
初
の
成
文
化
さ
れ
た
文
書
」
（
岩
田
昌
征
氏
）
と
、
評
価
で
き
る
の
で

あ
る
。
こ
の
指
令
に
も
と
づ
い
て
、
労
働
者
評
議
会
の
選
挙
が
、
一
二
五

の
企
業
で
実
施
さ
れ
た
が
、
最
初
の
労
働
者
評
議
会
は
、
ア
ド
リ
ア
海
沿

岸
の
ス
プ
リ
ト
港
郊
外
の
町
ソ
リ
ン
に
あ
る
「
プ
ル
ヴ
オ
ボ
ー
ラ
ツ
」
セ

メ
ン
ト
工
場
で
、
組
織
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
労
働
者
評
議
会
は
、
半
年
後

に
は
、
八
O
O
の
企
業
に
存
在
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ

の
基
本
法
は
、
い
か
な
る
内
容
の
、
労
働
者
の
企
業
自
主
管
理
制
度
を
導

入
し
た
の
か
。
工
場
・
鉱
山
・
交
通
企
業
・
運
輸
企
業
・
商
業
企
業
・
農

業
企
業
・
林
業
企
業
・
公
営
企
業
及
び
そ
の
他
の
国
有
経
済
企
業
に
お
い

て
は
、
労
働
者
集
団
が
、
企
業
の
基
本
計
画
と
決
算
の
承
認
な
ど
に
つ
い

て
権
限
を
も
っ
「
労
働
者
評
議
会
園
＆
巳
穿
一
ω
塁
9
」
（
一
五
名
～
一

一
八
二

二
〇
名
の
代
議
員
、
任
期
一
年
）
を
選
出
し
（
二
条
）
、
こ
の
労
働
者
評
議

会
が
、
企
業
の
基
本
計
画
案
の
準
備
な
ど
に
関
す
る
権
限
を
も
っ
企
業
管

理
委
員
会
「
q
鷺
零
鼠
O
α
げ
9
ギ
＆
養
Φ
富
」
（
三
名
～
コ
名
の
委
員
、

任
期
一
年
）
を
、
選
出
す
る
（
四
条
）
。
他
方
、
「
企
業
長
U
ざ
耳
o
ユ
は
、

企
業
の
作
業
過
程
を
組
織
し
、
更
に
、
計
画
と
企
業
活
動
の
遂
行
に
対
す

る
直
接
的
統
制
を
行
う
権
限
を
有
し
て
い
た
（
三
六
条
）
が
、
企
業
連
合

管
理
委
員
会
叉
は
公
的
機
関
に
よ
っ
て
、
任
命
さ
れ
る
（
八
条
）
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
一
九
五
〇
年
の
八
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け

て
、
九
七
万
四
九
三
二
名
の
労
働
者
・
職
員
が
働
い
て
い
る
六
三
一
九
の

企
業
で
、
労
働
者
評
議
会
の
第
一
回
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
一
五
万
五
一
六

六
名
が
そ
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
。

　
二
、
一
九
五
三
年
一
月
、
一
九
四
五
年
の
建
国
以
来
、
二
番
目
の
憲
法

（
「
第
一
次
憲
法
」
は
一
九
四
六
年
一
月
の
制
定
）
が
、
「
憲
法
的
法
律

d
馨
薯
三
N
接
8
」
の
名
称
で
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
憲
法
は
、
経
済
に
お

け
る
生
産
者
の
自
主
管
理
を
憲
法
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
高
め
る
（
四
条
）

と
と
も
に
、
勤
労
者
集
団
の
、
経
済
組
織
を
管
理
す
る
権
利
、
所
得
を
自

由
に
処
分
す
る
権
利
な
ど
を
、
承
認
し
た
（
六
条
）
。
こ
う
し
た
規
定
が
、

労
働
法
を
変
更
し
制
定
す
る
必
要
性
を
も
た
ら
し
た
。

　
三
、
一
九
五
七
年
一
二
月
、
「
労
働
関
係
法
N
欝
§
o
篤
号
ぎ
o
阜

昌
8
冒
ε
（
四
二
〇
条
）
及
び
「
公
務
員
法
N
爵
8
0
す
く
巳
ヨ
ω
一
雫

さ
①
巳
o
冒
ε
（
四
四
三
条
）
が
、
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
自
主
管
理
制



度
の
導
入
以
後
に
お
け
る
、
労
働
法
に
と
っ
て
の
最
重
要
事
件
で
あ
っ

た
。
社
会
主
義
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
、
最
初
の
労
働
法
典
と
な

っ
た
・
こ
の
労
働
関
係
法
の
第
一
部
（
一
条
～
一
二
三
条
）
は
、
工
場
労

働
者
だ
け
で
は
な
く
、
事
務
職
員
に
も
適
用
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
労

働
を
行
う
一
切
の
者
を
、
「
労
働
者
」
と
定
義
づ
け
た
（
一
六
条
）
。
ま

た
、
こ
の
法
律
は
、
労
働
者
集
団
に
よ
る
労
働
関
係
の
規
制
に
言
及
し
て

い
た
。
即
ち
、
労
働
者
と
経
済
組
織
（
企
業
）
と
の
間
の
労
働
関
係
は
、

両
者
の
合
意
に
も
と
づ
い
て
確
立
さ
れ
る
（
コ
三
条
）
が
、
労
働
者
を

雇
用
す
る
決
定
は
、
労
働
者
評
議
会
の
行
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
一
三
八

条
）
。
労
働
者
評
議
会
は
、
更
に
、
コ
雇
用
規
則
」
「
報
酬
規
則
」
を
制
定

す
る
権
限
を
認
め
ら
れ
て
い
た
（
三
四
六
条
・
三
五
六
条
）
。
こ
う
し
た
・

労
働
者
集
団
に
よ
る
労
働
関
係
の
規
制
は
、
後
に
の
べ
る
自
主
管
理
立
法

の
は
じ
ま
り
を
意
味
し
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
法
律
は
、
自
営
業
者
の
下

で
働
く
労
働
者
の
、
労
働
契
約
（
三
八
七
条
）
及
び
団
体
協
約
（
三
七
八

条
以
下
）
に
よ
る
規
制
に
つ
い
て
も
、
規
定
し
て
い
た
。

　
四
、
一
九
六
三
年
四
月
、
「
第
三
次
憲
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
憲

法
は
、
前
文
で
、
生
産
手
段
の
社
会
的
所
有
、
賃
労
働
関
係
の
廃
止
、
労

働
者
自
主
管
理
等
の
基
本
的
原
理
を
う
た
い
あ
げ
た
。
ま
た
、
本
文
で

は
、
労
働
者
の
自
主
管
理
に
関
す
る
権
利
・
義
務
が
詳
細
に
規
定
さ
れ
た

（
九
条
）
。
そ
れ
故
、
こ
の
憲
法
は
、
「
自
主
管
理
憲
法
」
と
呼
ば
れ
た
。

こ
の
憲
法
は
、
「
労
働
組
織
」
と
い
う
概
念
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
自
主

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

管
理
の
妥
当
範
囲
を
、
従
来
の
経
済
組
織
か
ら
非
経
済
組
織
へ
と
拡
大
し

た
。
ま
た
、
こ
の
憲
法
は
、
自
主
管
理
権
の
内
容
を
、
「
資
本
主
義
企
業

の
資
本
家
・
経
営
者
の
有
す
る
管
理
権
・
経
営
権
に
匹
敵
す
る
も
の
」

（
岩
田
氏
）
に
ま
で
、
深
化
・
拡
大
し
た
の
で
あ
っ
た
。
勤
労
者
は
、
こ

う
し
た
自
主
管
理
権
を
、
「
憲
法
・
法
律
・
命
令
に
則
っ
て
、
…
労
働
者

評
議
会
・
管
理
委
員
会
・
企
業
長
に
、
委
託
し
た
」
（
九
〇
条
）
。
と
こ
ろ

で
、
企
業
長
は
、
五
〇
年
の
基
本
法
で
は
、
労
働
者
集
団
の
選
出
す
る
と

こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
憲
法
の
九
三
条
に
よ
っ
て
、
労
働
者
評
議

会
が
任
命
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
五
、
一
九
六
五
年
の
「
労
働
関
係
基
本
法
O
の
ロ
O
毒
冒
躊
自
O
寅
含
言

0
3
8
目
E
（
一
五
〇
条
）
は
、
六
三
年
憲
法
の
労
働
関
係
条
項
を
、
　
一

層
詳
細
に
規
定
し
た
。
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、
従
来
の
「
労
働
関

係
」
と
い
う
概
念
に
代
え
て
、
「
相
互
的
労
働
関
係
」
と
い
う
概
念
を
導

入
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
六
三
年
憲
法
一
〇
条
の
「
労
働
組

織
に
お
い
て
、
勤
労
者
集
団
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
労
働
す
る
勤
労
者
は
、

相
互
に
労
働
関
係
を
設
定
す
る
」
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
九
七
六

年
連
合
労
働
法
の
一
六
一
条
に
連
な
っ
て
ゆ
く
。

　
六
、
労
働
法
史
の
「
第
四
期
」
は
、
一
九
七
一
年
に
お
け
る
「
六
三
年

憲
法
の
第
三
次
修
正
」
で
、
は
じ
ま
っ
た
。
こ
の
修
正
の
な
か
で
、
労
働

法
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
の
が
、
「
労
働
者
修
正
条
項
」
（
二
一
条
～
二
三

条
）
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
「
連
合
労
働
基
礎
組
織
」
と
い
う
概
念
が
、

一
八
三



ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

そ
れ
ま
で
の
「
労
働
組
織
」
と
い
う
概
念
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
、
導

入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
企
業
規
模
の
拡
大
と
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
拾
頭
に

よ
る
労
働
者
自
主
管
理
の
形
骸
化
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
労
働
者
自
主
管

理
の
基
礎
を
、
従
来
よ
り
も
よ
り
小
さ
な
単
位
即
ち
現
場
に
、
据
え
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
連
合
労
働
基
礎
組
織
は
、
連
合
労
働
の
基

礎
的
形
態
で
あ
っ
て
、
労
働
者
は
、
こ
の
組
織
に
お
い
て
、
相
互
の
労
働

関
係
を
直
接
か
つ
平
等
に
秩
序
づ
け
、
自
己
の
労
働
の
条
件
と
成
果
に
つ

い
て
決
定
を
行
い
、
相
互
関
係
を
自
主
管
理
立
法
を
通
じ
て
規
制
す
る

（
一
二
条
）
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
七
一
年
の
憲
法
修
正
は
、
生

産
企
業
内
で
の
労
働
者
の
自
主
管
理
を
強
化
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
時

に
、
生
産
者
の
自
主
管
理
権
を
拡
大
す
る
た
め
に
、
流
通
・
金
融
に
も
メ

ス
を
入
れ
（
二
二
条
）
、
更
に
、
生
産
企
業
労
働
者
の
意
思
を
、
教
育
・

科
学
・
文
化
・
保
険
と
い
っ
た
経
済
外
の
分
野
へ
も
、
よ
り
直
接
的
に
反

映
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

　
七
、
一
九
七
四
年
二
月
、
「
第
四
次
憲
法
」
（
四
〇
六
条
）
が
制
定
さ
れ

た
。
こ
れ
は
、
七
一
年
の
憲
法
修
正
条
項
が
目
指
し
た
方
向
を
、
推
進
し
体

系
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
憲
法
は
、
物
質
的
生
産
の
分

野
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
流
通
・
金
融
の
分
野
を
経
て
、
教
育
・
科
学
・
文
化
・

保
健
な
ど
の
分
野
に
至
る
自
主
管
理
と
、
コ
ミ
ユ
ー
ン
な
ど
の
社
会
政
治

共
同
体
に
お
け
る
自
主
管
理
と
を
、
極
め
て
詳
細
に
規
定
し
て
い
た
。

　
八
、
一
九
七
六
年
一
一
月
、
労
働
法
を
第
四
次
憲
法
に
一
致
さ
せ
る
た

一
八
四

め
に
、
「
連
合
労
働
法
N
躊
8
0
＆
三
暗
ぎ
日
轟
魯
」
が
採
択
さ
れ

た
。
こ
の
法
律
は
、
次
の
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
第
一
部
目
基
本

規
定
（
一
条
～
四
四
条
）
。
第
二
部
旺
連
合
労
働
労
働
者
間
の
社
会
・
経

済
関
係
（
四
五
条
～
三
一
九
条
）
。
第
三
部
目
自
主
管
理
に
も
と
づ
く
連

合
労
働
の
組
織
化
（
三
二
〇
条
～
四
六
〇
条
）
。
第
四
部
腫
連
合
労
働
者

に
よ
る
自
主
管
理
の
遂
行
（
四
六
一
条
～
六
四
六
条
）
。
第
五
部
H
罰
則

（
六
四
七
条
～
六
五
九
条
）
。
第
六
部
”
経
過
規
定
・
付
則
（
六
六
〇
条

～
六
七
一
条
）
。
な
お
、
こ
の
法
律
の
採
択
に
先
立
っ
て
、
連
邦
議
会
の

連
邦
院
は
、
準
備
草
案
を
公
開
討
論
に
委
ね
た
。
準
備
草
案
は
、
二
〇
七

ケ
条
の
修
正
と
三
ニ
ケ
条
の
追
加
を
、
受
け
た
。
こ
う
し
た
公
開
討
論
を

ふ
ま
え
て
、
連
合
労
働
法
の
最
終
草
案
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
連
合
労
働
法
の
採
択
後
、
六
つ
の
共
和
国
と
二
つ
の
自
治
州
は
、
一
九

七
七
年
か
ら
七
八
年
に
か
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
労
働
関
係
法
」
を
制
定

し
た
。

　
注

　
以
上
の
記
述
は
、
主
と
し
て
、
ブ
ラ
イ
チ
教
授
の
分
析
に
も
と
づ
い
て

い
る
が
、
岩
田
昌
征
・
山
崎
那
美
子
両
氏
の
研
究
に
も
、
大
き
く
負
っ
て

い
る
。
な
お
、
「
一
九
五
〇
年
の
基
本
法
」
以
下
の
諸
法
律
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
私
の
旧
稿
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
者
の
企
業
自

主
管
理
法
制
の
展
開
」
（
1
）
（
2
）
〔
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
「
商
経
論



叢
」
第
二
八
号
・
第
二
九
号
、
所
収
〕
を
、
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

　
　
皿
　
連
合
労
働
法
の
概
要

　
連
合
労
働
法
の
構
成
及
び
連
合
労
働
法
に
お
け
る
労
働
者
の
企
業
自
主

管
理
制
度
に
つ
い
て
は
、
既
に
の
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、
労
働
法
の
法

源
、
労
働
関
係
の
確
立
と
終
結
、
労
働
紛
争
の
解
決
、
労
働
組
合
の
役
割

と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
と
り
あ
げ
て
み
る
。

　
一
、
労
働
法
の
法
源

　
労
働
法
の
法
源
と
し
て
は
、
国
内
的
起
源
を
も
つ
も
の
と
、
国
際
的
起

源
の
も
の
と
が
あ
る
。
国
内
的
起
源
を
も
つ
法
源
と
は
、
憲
法
・
法
律
及

び
自
主
管
理
立
法
の
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
国
際
的
起
源
の
法
源
と
は
、

I
L
O
条
約
な
ど
で
あ
る
。
以
下
、
国
内
的
起
源
の
法
源
に
つ
い
て
、
説

明
を
行
な
う
。

　
1
　
憲
法
（
5
富
く
息
N
欝
9
）

　
連
邦
憲
法
・
六
共
和
国
の
憲
法
及
び
二
自
治
州
の
憲
法
の
労
働
関
係
条

項
が
、
労
働
法
の
法
源
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
七
四
年
の
連
邦
憲
法

（
前
文
、
基
本
原
則
1
～
X
、
六
部
四
〇
六
条
）
は
、
労
働
の
権
利
（
一

五
九
条
Y
労
働
の
自
由
・
雇
傭
に
お
け
る
平
等
（
一
六
〇
条
）
な
ど
を

規
定
し
て
い
る
。
更
に
、
こ
の
憲
法
は
、
基
本
原
則
の
皿
で
、
労
働
と
そ

の
成
果
が
人
間
の
物
質
的
・
社
会
的
地
位
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
、
労
働
者

の
連
合
労
働
基
礎
組
織
を
組
織
す
る
権
利
等
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

　
　
　
　
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

が
、
労
働
法
の
法
源
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
す
べ
て
の
法
律
と
自
主
管
理

立
法
は
、
憲
法
に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
〇
六
条
）
。
法
律
・

自
主
管
理
立
法
の
合
憲
性
審
査
は
、
憲
法
裁
判
所
の
管
轄
に
属
し
て
い
る

（
二
〇
五
条
）
。

　
2
　
法
律
（
器
犀
8
）

　
こ
れ
に
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
の
法
律
と
共
和
国
・
自
治
州
レ
ベ
ル
の
法
律

が
あ
る
。
連
邦
レ
ベ
ル
の
法
律
と
し
て
は
、
一
九
七
六
年
の
連
合
労
働
法

及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
法
律
（
例
え
ば
、
一
九
八
○
年
の
「
連
合
労
働
組

織
の
形
成
と
解
体
に
関
す
る
法
律
」
）
が
あ
る
が
、
連
合
労
働
法
は
、
連

合
労
働
に
関
す
る
基
本
法
で
あ
る
。
こ
の
連
合
労
働
法
を
う
け
て
、
各
共

和
国
と
自
治
州
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
労
働
関
係
法
」
を
制
定
し
た
。
即

ち
、
一
九
七
七
年
に
、
ボ
ス
ナ
・
ヘ
ル
ツ
エ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
共
和
国
、
ツ
ル
ナ

ゴ
ー
ラ
共
和
国
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
共
和
国
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
共
和
国
、
セ
ル

ビ
ア
共
和
国
、
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
自
治
州
、
コ
ソ
ボ
自
治
州
で
、
一
九

七
八
年
に
は
、
ク
・
ア
チ
ア
共
和
国
で
、
「
労
働
関
係
法
」
が
制
定
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
労
働
関
係
法
は
、
関
係
共
和
国
・
自
治
州
の
特

殊
性
を
ふ
ま
え
て
、
連
合
労
働
法
を
、
よ
り
一
層
ふ
え
ん
し
て
い
る
。

　
3
　
自
主
管
理
立
法
（
器
B
3
冥
薯
三
8
蜜
接
ユ
）

　
こ
れ
は
、
労
働
法
の
法
源
と
し
て
は
、
最
も
重
要
で
あ
り
、
か
つ
最
も

数
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
自
主
管
理
立
法
は
、
「
社
会
契
約
」
「
自
主

管
理
協
定
」
及
び
「
そ
の
他
の
自
主
管
理
立
法
」
と
い
う
形
式
で
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五



ユ
　
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

て
い
て
、
こ
う
し
た
自
主
管
理
立
法
に
よ
っ
て
、
「
労
働
者
お
よ
び
そ
の

他
の
勤
労
人
民
は
、
自
主
管
理
の
基
礎
の
う
え
に
、
そ
の
相
互
関
係
を
規

制
し
、
利
益
を
調
整
し
、
広
汎
な
社
会
的
意
味
あ
る
関
係
を
規
制
す
る
」

（
七
四
年
連
邦
憲
法
一
二
〇
条
）
の
で
あ
る
。

　
①
　
社
会
契
約
（
α
歪
警
＜
〇
三
3
ひ
q
o
＜
o
菖

　
こ
れ
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
（
8
窪
轟
）
・
共
和
国
・
連
邦
な
ど
の
「
社
会
政

治
共
同
体
伍
歪
警
く
段
o
も
o
一
ま
ぎ
鍔
』
a
一
8
」
を
一
方
の
当
事
者
と
し
、

こ
れ
と
、
連
合
労
働
組
織
・
労
働
組
合
そ
の
他
の
「
社
会
政
治
組
織
島
・

募
零
8
0
も
呂
濠
冨
o
茜
印
三
鋸
息
£
な
ど
と
の
問
で
、
締
結
さ
れ
る

（
憲
二
一
四
条
、
連
合
労
働
法
二
七
条
三
項
）
。
そ
れ
故
、
こ
れ
は
、
関

与
す
る
労
働
者
の
点
か
ら
み
る
と
、
最
も
範
囲
の
広
い
自
主
管
理
立
法
な

の
で
あ
る
。
社
会
契
約
は
、
労
働
法
の
領
域
で
は
、
「
所
得
の
分
配
お
よ

び
個
人
的
報
酬
と
集
団
的
消
費
の
た
め
の
資
財
の
配
分
、
国
内
・
国
外
に

お
け
る
雇
用
政
策
」
な
ど
を
規
制
・
調
整
す
る
た
め
に
、
締
結
さ
れ
る

（
法
五
七
九
条
）
。

　
②
自
主
管
理
協
定
（
器
目
o
巷
寅
く
三
巷
o
轟
§
巨
）

　
こ
れ
は
、
連
合
労
働
組
織
な
ど
の
労
働
者
が
、
相
互
に
締
結
す
る
も
の

で
あ
る
（
憲
＝
二
条
・
法
二
七
条
二
項
）
。
こ
う
し
た
自
主
管
理
協
定

の
な
か
で
、
最
も
重
要
な
の
が
、
「
基
礎
組
織
へ
の
労
働
者
の
結
集
に
関

す
る
協
定
」
（
法
五
八
六
条
）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
基
礎
組
織
の
労
働

者
の
過
半
数
が
、
労
働
者
集
会
の
一
般
投
票
で
支
持
を
表
明
し
た
場
合

一
八
六

に
、
採
択
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
法
四
六
八
条
）
。
こ
れ
に
対
し

て
、
「
労
働
組
織
も
し
く
は
複
合
組
織
へ
の
結
集
に
関
す
る
協
定
」
（
五
八

六
条
）
は
、
基
礎
的
な
も
の
で
は
な
く
、
二
次
的
な
協
定
で
あ
る
。
こ
の

他
に
、
「
計
画
の
概
要
の
確
定
、
社
会
的
分
業
と
社
会
的
再
生
産
に
お
け

る
利
益
の
調
整
、
所
得
分
配
の
根
拠
と
基
準
の
確
定
、
労
働
の
自
由
な
交

換
に
お
け
る
関
係
の
調
整
、
連
合
労
働
者
の
相
互
的
関
係
の
調
整
」
と
い

っ
た
目
的
な
ど
で
も
、
締
結
さ
れ
る
（
同
上
）
が
、
こ
れ
ら
の
協
定
は
、

前
記
の
結
集
に
関
す
る
協
定
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
③
そ
の
他
の
自
主
管
理
立
法
（
島
茜
一
器
ヨ
o
ε
声
く
三
〇
冨
け
一
接
ε

　
こ
れ
は
、
上
述
の
結
集
協
定
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、

基
礎
組
織
の
内
規
の
什
暮
9
（
三
三
七
条
）
、
労
働
組
織
の
内
規
（
三
七
四

条
、
複
合
組
織
の
内
規
（
三
八
五
条
）
な
ど
で
あ
る
。
基
礎
組
織
の
内
規

は
、
「
労
働
者
評
議
会
、
そ
の
執
行
機
関
・
事
業
管
理
機
関
の
、
構
成
・
選

出
・
罷
免
・
活
動
範
囲
」
な
ど
に
つ
い
て
、
規
定
す
る
（
三
三
七
条
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
自
主
管
理
立
法
は
、
憲
法
へ
の
適
合
性
、
法

律
・
社
会
主
義
社
会
の
道
徳
諸
原
則
に
反
し
な
い
こ
と
が
、
要
求
さ
れ
て

い
る
（
五
七
五
条
）
。
な
お
、
こ
の
自
主
管
理
立
法
に
つ
い
て
は
、
そ
の

法
的
性
質
に
関
す
る
論
争
（
契
約
説
・
規
範
説
・
折
衷
説
）
が
存
在
し
て

い
て
、
そ
の
論
争
は
、
さ
な
が
ら
、
我
国
に
お
け
る
労
働
協
約
の
法
的
性

質
論
争
を
、
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　
4



　
「
連
合
労
働
裁
判
所
の
判
決
」
は
、
時
折
、
第
二
次
的
な
法
源
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
私
的
セ
ク
タ
ー
の
労
働
関
係
に
お
い
て

は
、
「
団
体
協
約
」
が
、
関
係
自
営
業
者
と
労
働
者
を
、
規
制
し
て
い
る
。

　
二
、
労
働
関
係
の
確
立
と
終
結

　
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
労
働
法
及
び
そ
の
理
論
に
よ
る
と
、
労
働
関
係

は
、
主
と
し
て
、
連
合
労
働
に
お
け
る
労
働
者
間
の
関
係
を
指
す
も
の
と

考
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
自
営
業
者
と
そ
の
被
用
者
と
の
間
の
関
係
も
、

労
働
関
係
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
者
の
労
働
関
係
と
後
者
の
労
働
関

係
と
で
は
、
法
的
性
格
の
大
き
な
違
い
が
存
在
し
て
い
る
。

　
1
　
連
合
労
働
者
の
労
働
関
係

　
こ
の
関
係
は
、
も
は
や
、
あ
る
者
が
他
の
者
を
雇
用
す
る
関
係
で
は
な

く
て
、
す
べ
て
の
者
が
互
に
労
働
関
係
を
結
ぶ
「
相
互
的
労
働
関
係
」
と

し
て
、
把
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
連
合
労
働
法
一
六
一
条
は
、
次
の
よ

う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
本
法
律
の
も
と
で
、
連
合
労
働
者
の
労
働
関
係

と
は
、
基
礎
組
織
ま
た
は
労
働
共
同
体
の
労
働
者
が
、
社
会
的
資
財
を
用

い
て
労
働
す
る
自
己
の
権
利
を
行
使
す
る
に
あ
た
り
、
社
会
的
資
財
を
用

い
て
お
こ
な
う
共
同
し
た
労
働
に
お
い
て
確
立
す
る
相
互
関
係
で
、
法
律

に
し
た
が
い
、
個
々
人
と
集
団
の
権
利
・
義
務
・
責
任
を
確
定
す
る
自
主

管
理
法
令
に
よ
っ
て
規
制
す
る
相
互
関
係
を
意
味
す
る
も
の
と
、
理
解
さ

れ
る
。
本
条
第
一
項
に
い
う
労
働
関
係
は
、
ま
た
、
法
律
に
し
た
が
い
、

連
合
労
働
の
契
約
組
織
・
農
業
協
同
組
合
そ
の
他
の
協
同
組
合
・
労
働
と

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

資
財
の
そ
の
他
の
結
集
形
態
に
お
け
る
、
相
互
の
労
働
関
係
を
も
意
味
す

る
も
の
と
、
理
解
さ
れ
る
」
。
こ
う
し
た
把
え
方
は
、
一
九
六
三
年
憲
法

一
〇
条
以
来
の
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
一
五
才
に
達
し
て
い
て
、
お
お
む
ね
健
康
な
者
は
誰
で
も
、
自

由
に
、
対
等
に
か
つ
同
等
の
条
件
の
も
と
で
、
法
律
と
自
主
管
理
立
法
の

規
定
す
る
方
法
に
従
っ
て
、
基
礎
組
織
の
労
働
者
と
労
働
関
係
を
確
立
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
一
六
七
条
）
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
相
互
的
労
働

関
係
の
確
立
に
は
、
労
働
者
評
議
会
の
決
定
と
労
働
者
の
申
し
立
て
と

が
、
必
要
で
あ
る
。
即
ち
、
ま
ず
、
労
働
者
評
議
会
が
、
広
告
ま
た
は
公

募
に
よ
る
選
考
の
呼
び
か
け
に
応
じ
た
候
補
者
の
な
か
の
特
定
の
者
と
、

労
働
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
（
一
七
〇
条
）
。
次
に
、
そ
の

労
働
者
が
、
基
礎
組
織
へ
の
労
働
者
の
労
働
の
結
集
に
関
す
る
自
主
管
理

協
定
・
労
働
関
係
を
規
制
す
る
自
主
管
理
立
法
及
び
組
織
内
規
に
つ
い
て

知
ら
さ
れ
て
い
て
、
か
つ
同
意
し
て
い
る
旨
を
書
面
で
申
し
立
て
る
と
、

こ
の
労
働
者
と
他
の
労
働
者
と
の
労
働
関
係
が
確
立
し
た
と
み
な
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
（
一
七
三
条
）
。
こ
う
し
て
確
立
す
る
労
働
関
係
は
、
通
常
、

期
問
の
定
め
の
な
い
関
係
で
あ
る
（
一
七
四
条
）
。
労
働
関
係
は
、
労
働

者
の
申
し
立
て
・
労
働
者
と
労
働
者
評
議
会
と
の
間
の
合
意
・
労
働
者
の

職
務
遂
行
の
拒
否
な
ど
に
よ
っ
て
、
終
結
す
る
（
一
二
一
条
）
。
な
お
、

労
働
関
係
は
、
一
定
の
場
合
、
法
律
の
強
制
力
に
よ
っ
て
、
終
結
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
（
二
一
六
条
）
。

一
八
七



ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

　
2
　
自
営
業
者
と
そ
の
被
用
者
と
の
間
の
労
働
関
係

　
一
九
七
四
年
憲
法
は
、
市
民
的
に
所
有
す
る
生
産
手
段
を
用
い
て
、
自

立
的
に
個
人
労
働
を
行
う
「
自
営
業
」
に
つ
い
て
、
そ
の
営
業
の
自
由
を

保
障
し
て
い
る
（
一
六
四
条
）
。
　
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
で
は
、
　
一
九
四
六

年
末
ま
で
に
、
全
て
の
工
業
は
、
零
細
な
地
方
工
業
を
除
い
て
、
国
有
化
さ

れ
、
ま
た
、
四
八
年
前
半
ま
で
に
は
、
小
規
模
の
工
商
業
も
国
有
化
さ
れ

た
の
で
あ
る
が
、
農
業
と
手
工
業
は
、
こ
う
し
た
国
有
化
の
例
外
と
な
っ

た
。
そ
れ
故
、
金
属
加
工
・
理
髪
・
自
動
車
修
理
・
タ
ク
シ
ー
な
ど
の
業

種
で
は
、
圧
倒
的
に
自
営
業
者
が
多
い
。
こ
う
し
た
自
営
業
者
は
、
法
律

の
指
示
す
る
範
囲
で
、
労
働
者
を
雇
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
三
四
条
）
。

例
え
ば
、
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
の
場
合
、
家
族
以
外
に
、
五
人
ま
で
雇
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
自
営
業
者
と
被
用
者
と
の
間
の
労
働
関
係
は
、

労
働
契
約
に
も
と
づ
く
雇
用
関
係
な
の
で
あ
る
。
「
労
働
契
約
瀬
o
く
8
0

轟
3
」
は
、
雇
用
期
間
・
仕
事
と
労
働
場
所
の
特
定
・
労
働
時
間
・
収
入

な
ど
に
つ
い
て
、
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
労
働
契
約
は
、
関

係
労
働
組
合
と
経
済
会
議
所
（
一
七
条
）
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
「
団
体

協
約
犀
o
一
魯
二
く
艮
轟
o
〈
o
ユ
と
、
一
致
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
労
働
契
約
と
団
体
協
約
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
労

働
法
に
お
い
て
は
、
私
的
セ
ク
タ
ー
の
み
に
か
か
わ
る
制
度
と
な
っ
て
い

る
。
な
お
、
自
営
業
部
門
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
は
、
約
五
〇
万
人

で
、
全
国
の
労
働
者
総
数
の
約
一
〇
％
で
あ
る
。

一
八
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三
、
労
働
紛
争
の
解
決

　
労
働
紛
争
は
、
連
合
労
働
裁
判
所
・
憲
法
裁
判
所
お
よ
び
通
常
裁
判
所

に
お
い
て
、
処
理
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
連
合
労
働
に
お
け
る
個
別
的
紛
争
及
び
集
団
的
紛
争
は
、
一
九

七
四
年
憲
法
に
よ
っ
て
、
「
連
合
労
働
裁
判
所
ω
鼠
且
旨
澄
8
α
q
轟
鼠
」

が
、
処
理
す
る
（
二
二
六
条
）
、
即
ち
、
労
働
者
な
ど
は
、
自
己
の
権
利

を
侵
害
す
る
よ
う
な
決
定
に
対
し
て
、
基
礎
組
織
の
管
理
機
関
・
労
働
者

評
議
会
に
よ
る
再
審
査
を
受
け
た
後
、
三
〇
日
以
内
に
、
基
礎
組
織
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
連
合
労
働
裁
判
所
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
職
業

的
裁
判
官
お
よ
び
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
裁
判
官
で
あ
る
労
働
者
か
ら
編
成

さ
れ
て
い
る
・
連
合
労
働
裁
判
所
は
、
裁
判
に
つ
い
て
の
一
般
的
又
は
特

別
の
手
続
に
則
っ
て
、
事
実
の
認
定
を
行
い
、
決
定
を
下
す
。
労
働
者

は
、
裁
判
所
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
、
決
定
後
一
五
日
以
内
に
、
共

和
国
、
自
治
州
に
あ
る
連
合
労
働
裁
判
所
の
最
高
裁
判
所
に
、
控
訴
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
控
訴
理
由
は
、
事
実
誤
認
、
法
令
適
用
の
誤
り
な
ど
に

限
定
さ
れ
て
い
る
。
控
訴
が
行
わ
れ
る
と
、
第
一
審
の
決
定
は
発
効
し
な

い
。
控
訴
審
の
判
決
に
対
し
て
は
、
上
告
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ

は
、
連
邦
レ
ベ
ル
に
は
、
連
合
労
働
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
た
め

で
あ
る
。
な
お
、
判
決
の
名
宛
人
は
、
当
該
基
礎
組
織
の
事
業
管
理
機
関

で
あ
る
。

　
さ
て
、
労
働
者
は
、
自
主
管
理
立
法
が
憲
法
に
一
致
し
な
い
と
考
え
る



と
き
は
、
「
憲
法
裁
判
所
島
富
く
艮
釜
3
＆
」
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
憲
法
裁
判
所
は
、
法
律
と
一
切
の
法
規
範
に
つ
い
て
の
合
憲
性
審
査

権
を
も
っ
て
い
て
（
憲
二
〇
五
条
）
、
連
邦
レ
ベ
ル
と
共
和
国
も
し
く
は

自
治
州
レ
ベ
ル
に
、
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　
私
的
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
自
営
業
者
と
労
働
者
間
の
紛
争
は
、
「
通
常

裁
判
所
お
3
＜
昆
の
鼠
o
〈
ご
が
処
理
す
る
（
憲
二
二
一
条
）
。
一
九
七
四

年
憲
法
の
制
定
以
前
は
、
通
常
裁
判
所
が
一
切
の
労
働
紛
争
を
処
理
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
通
常
裁
判
所
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
と
、
共
和
国
も
し
く
は

自
治
州
レ
ベ
ル
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
は
、
「
自
主
管
理
社
会
弁
護
士
身
議
薯
〇
三
冥
零
？

ぼ
き
凶
一
8
器
ヨ
o
巷
旨
忌
帥
三
£
と
い
う
独
立
機
関
が
、
設
置
さ
れ
て
い

る
（
憲
二
三
条
）
。
こ
の
機
関
は
、
労
働
者
の
自
主
管
理
権
を
保
護
す

る
た
め
に
、
措
置
を
講
じ
、
法
的
救
済
を
行
う
任
務
を
与
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
機
関
は
、
前
に
の
べ
た
連
合
労
働
裁
判
所
へ
の
提
訴
権
を
も
っ

て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
憲
法
四
七
条
は
、
「
通
常
の
方
法
で
は
解
決
で
き
な
い
紛

争
」
の
処
理
に
つ
い
て
、
規
定
し
て
い
る
。
連
合
労
働
法
も
、
こ
れ
に
対

応
す
る
規
定
を
も
っ
て
い
る
（
六
三
六
条
～
六
四
〇
条
）
。
労
働
者
は
、

そ
う
し
た
紛
争
が
発
生
し
た
場
合
、
関
係
す
る
労
働
組
合
組
織
に
、
自
分

の
要
求
を
提
出
す
る
権
利
と
義
務
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
う
け
て
、
当

該
労
働
組
合
組
織
は
、
紛
争
解
決
の
手
続
を
開
始
す
る
と
と
も
に
、
然
る

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

べ
き
連
合
労
働
組
織
の
管
理
機
関
又
は
社
会
政
治
共
同
体
の
機
関
と
協
力

し
て
、
紛
争
解
決
の
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
「
通
常

の
方
法
で
は
解
決
で
き
な
い
紛
争
」
と
は
何
か
。
ス
ト
ラ
イ
キ
の
こ
と
で

あ
る
（
も
っ
と
も
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
で
は
、
「
労
働
の
停
止
o
ど
馨
甲

お
旨
母
」
と
呼
ん
で
い
る
）
。
「
赤
旗
」
一
九
八
三
年
一
二
月
二
八
日
号

の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
昨
一
九
八
三
年
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
全
土

で
、
一
七
四
件
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
あ
っ
て
、
一
万
三
五
〇
七
名
の
労
働
者

が
参
加
し
た
。
ス
ト
ラ
イ
キ
の
継
続
時
間
は
、
平
均
五
時
間
五
〇
分
で
あ

っ
た
。
参
加
労
働
者
数
は
増
え
て
い
る
も
の
の
、
発
生
件
数
は
、
八
○
年

代
に
な
っ
て
減
っ
て
い
る
と
い
う
。
ス
ト
ラ
イ
キ
の
原
因
は
、
給
与
の
低

さ
七
四
件
、
給
与
支
払
い
の
遅
れ
二
四
件
、
給
与
の
計
算
違
い
二
二
件
、

労
働
条
件
の
不
満
一
八
件
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
ネ
ッ
ツ
ア
．
ヨ
ヴ
ァ
ノ

フ
が
、
一
九
七
九
年
に
、
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
者
の
ス

ト
ラ
イ
キ
ー
一
九
五
八
年
～
一
九
六
九
年
ー
」
と
い
う
著
書
を
発
表
し

て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
統
計
的
整
理
と
実
証
的
考
察
を
試
み
た
。

　
四
、
連
合
労
働
に
お
け
る
労
働
組
合
の
役
割

　
労
働
者
は
、
一
九
四
六
年
の
憲
法
以
来
、
労
働
組
合
へ
の
加
入
権
を
認

め
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
大
多
数
の
労
働
者
は
労
働
組
合
に
加
入
し
て
お

り
、
労
働
組
合
の
基
礎
組
織
が
、
連
合
労
働
基
礎
組
織
を
単
位
に
し
て
設

け
ら
れ
て
い
る
。
労
働
組
合
の
全
国
組
織
と
し
て
は
、
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ

ィ
ア
労
働
組
合
同
盟
ω
麩
g
腔
＆
凶
ζ
鼠
冒
讐
器
三
£
（
一
九
八
○

一
八
九



ユ
　
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

年
現
在
で
五
三
九
万
名
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
共
和
国
も
し
く
は
自
治
州

単
位
の
労
働
組
合
組
織
お
よ
び
六
つ
の
産
業
別
組
織
か
ら
、
構
成
さ
れ
て

い
る
。
憲
法
は
、
こ
う
し
た
労
働
組
合
に
対
し
て
、
自
主
管
理
に
関
連
す

る
権
利
を
保
障
し
（
一
二
二
条
）
、
他
方
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
連
合

労
働
法
が
、
詳
細
な
規
定
を
お
い
て
い
る
。
労
働
組
合
の
そ
う
し
た
自
主

管
理
権
は
、
次
の
四
つ
を
内
容
と
し
て
い
る
。

　
1
　
自
主
管
理
的
規
制
へ
の
参
加
に
関
し
て

　
労
働
組
合
は
、
社
会
契
約
の
締
結
権
を
も
っ
て
い
る
（
五
七
九
条
）
。
労

働
組
合
は
、
自
主
管
理
協
定
締
結
の
イ
ニ
シ
ヤ
テ
ィ
ブ
を
と
り
（
五
八
九

条
）
、
そ
の
締
結
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
五
九
〇
条
）
。
即
ち
、
労

働
組
合
は
、
「
連
合
労
働
者
の
労
働
関
係
の
規
制
を
目
的
と
す
る
自
主
管

理
協
定
ま
た
は
所
得
の
分
配
と
個
人
所
得
へ
の
資
財
配
分
の
た
め
の
根

拠
・
基
準
の
確
定
を
目
的
と
す
る
自
主
管
理
協
定
」
の
締
結
に
、
参
加
す

る
の
で
あ
る
（
同
上
）
。
ま
た
、
労
働
組
合
は
、
締
結
さ
れ
た
自
主
管
理

協
定
が
、
憲
法
の
定
め
る
・
労
働
者
の
自
主
管
理
権
と
社
会
経
済
関
係
を

侵
害
す
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
再
検
討
を
提
案
す
る
権
利
を
も
っ

て
い
る
（
五
九
六
条
）
。

　
2
　
自
主
管
理
権
問
題
の
決
定
へ
の
参
加
に
関
し
て

　
労
働
組
合
は
、
連
合
労
働
組
織
が
、
労
働
者
の
自
主
管
理
権
お
よ
び
労

働
者
と
連
合
労
働
組
織
の
物
質
的
地
位
・
利
益
に
関
係
す
る
問
題
の
決
定

を
行
う
場
合
、
こ
う
し
た
問
題
の
検
討
に
参
加
し
、
要
求
を
提
起
す
る
こ

一
九
〇

と
が
で
き
る
（
三
六
条
一
項
）
。

　
3
　
労
働
者
権
の
保
護
手
続
へ
の
参
加
に
関
し
て

　
連
合
労
働
者
は
、
自
分
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
自
主
管
理
機
関

な
ど
に
、
自
分
の
権
利
の
保
護
を
求
め
る
権
利
が
あ
る
（
二
二
〇
条
）
。

労
働
者
が
権
利
の
保
護
を
求
め
る
請
願
を
行
う
と
、
基
礎
組
織
の
関
係
機

関
は
、
そ
う
し
た
請
願
に
つ
い
て
決
定
を
下
す
の
で
あ
る
が
、
決
定
を
下

す
前
に
、
予
め
、
関
係
労
働
組
合
組
織
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
二
二
三
条
）
。
こ
の
場
合
、
労
働
組
合
は
、
労
働
者
の
要
請
に
も
と

づ
い
て
ま
た
は
そ
の
同
意
を
え
て
、
そ
の
労
働
者
の
代
理
人
と
な
る
こ
と

が
で
き
る
（
同
上
）

　
4
　
生
産
手
段
の
社
会
的
所
有
に
対
す
る
社
会
的
保
護
へ
の
参
加
に
関

　
　
し
て

　
社
会
的
資
財
を
用
い
て
労
働
す
る
権
利
・
社
会
的
所
有
に
基
礎
を
お
く

そ
の
他
の
権
利
の
、
行
使
が
妨
害
ま
た
は
制
限
を
う
け
た
場
合
、
社
会
的

所
有
に
対
す
る
保
護
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
六
一
条
）
、

そ
う
し
た
場
合
、
基
礎
組
織
の
労
働
組
合
は
、
連
合
労
働
組
織
に
対
し

て
、
社
会
的
保
護
の
暫
定
措
置
ー
事
業
管
理
機
関
の
交
代
・
労
働
者
評
議

会
の
解
散
な
ど
（
六
二
二
条
）
1
を
と
る
よ
う
に
、
提
唱
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
六
二
三
条
）

　
以
上
が
、
連
合
労
働
に
お
け
る
労
働
組
合
の
役
割
で
あ
る
。
な
お
、
労

働
組
合
は
、
私
的
セ
ク
タ
ー
に
お
い
て
は
、
関
係
経
済
会
議
所
と
の
問



で
、
「
団
体
協
約
」
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

N
　
ソ
連
労
働
法
と
の
比
較
に
み
る
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
労

　
働
法

　
こ
こ
で
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
労
働
法
と
ソ
連
労
働
法
と
の
初
歩
的

な
比
較
を
、
試
み
た
い
。

　
一
、
ソ
連
労
働
法
の
場
合
、
労
働
契
約
と
団
体
協
約
を
、
そ
の
主
要
な

制
度
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
労
働
契
約
↓
超
h
8
愚
乞
・

8
零
筐
と
い
う
の
は
、
労
働
主
体
と
生
産
手
段
と
の
間
を
結
合
す
る
法

的
形
態
で
あ
っ
て
、
個
々
の
労
働
者
と
、
管
理
部
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る

国
営
企
業
と
の
間
の
合
意
で
あ
る
。
労
働
者
は
、
こ
の
労
働
契
約
に
よ
っ

て
、
特
定
の
専
門
技
能
叉
は
任
務
を
遂
行
す
る
義
務
を
負
い
、
他
方
、
企

業
は
、
賃
金
支
払
の
義
務
を
負
う
（
一
九
七
〇
年
の
「
ソ
連
邦
お
よ
び
連

邦
構
成
共
和
国
の
労
働
立
法
の
基
礎
」
八
条
）
。
こ
う
し
て
、
労
働
契
約
の

締
結
が
、
特
定
の
労
働
者
と
企
業
と
の
間
の
具
体
的
な
法
的
関
係
を
発
生

さ
せ
る
根
拠
で
あ
る
。
労
働
契
約
の
内
容
を
構
成
し
て
い
る
の
は
、
両
当

事
者
の
権
利
・
義
務
を
定
め
る
諸
条
項
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
条
項
の
多

く
は
、
労
働
立
法
及
び
団
体
協
約
の
制
約
下
に
あ
る
。
従
っ
て
、
労
働
契

約
の
条
項
が
、
労
働
者
職
員
の
状
態
を
、
共
和
国
の
労
働
法
と
比
較
し
て

悪
化
さ
せ
る
場
合
及
び
別
の
形
で
こ
う
し
た
法
律
に
矛
盾
す
る
場
合
、
そ

れ
ら
は
無
効
と
な
る
の
で
あ
る
（
五
条
）
。
さ
て
、
「
団
体
協
約
さ
自
？

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

胃
§
臣
邸
岩
3
零
筐
は
、
労
働
組
合
の
工
場
委
員
会
が
、
そ
の
企
業

の
労
働
者
職
員
集
団
を
代
表
し
て
、
企
業
管
理
部
と
締
結
す
る
合
意
で
あ

る
（
六
条
）
。
こ
の
団
体
協
約
は
、
そ
の
企
業
に
お
け
る
労
働
と
賃
金
問
題

の
基
本
条
項
を
ふ
く
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
し
、
ま
た
、
労
働
時
間
・

休
息
時
間
・
労
働
報
酬
・
物
質
的
刺
激
・
労
働
保
護
に
関
す
る
基
準
的
性

格
を
も
つ
規
定
も
、
ふ
く
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
団
体
協
約
は
、
更

に
、
企
業
管
理
部
と
労
働
者
・
職
員
集
団
と
の
間
の
相
互
義
務
（
生
産
計

画
の
遂
行
な
ど
）
、
管
理
部
と
労
働
組
合
工
場
委
員
会
と
の
間
の
義
務
（
例

え
ば
、
労
働
者
・
職
員
の
生
産
管
理
へ
の
参
加
）
を
、
規
定
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
（
七
条
）
。
団
体
協
約
の
各
条
項
は
、
労
働
立
法
に
抵
触
し

て
は
な
ら
な
い
（
一
九
七
一
年
の
「
・
シ
ア
共
和
国
労
働
法
典
」
八
条
四

項
）
。
こ
う
し
た
団
体
協
約
は
、
企
業
の
す
べ
て
の
労
働
者
職
員
に
対
し

て
、
労
働
組
合
員
で
あ
る
か
否
か
に
関
係
な
く
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
基
礎
六
条
）
。

　
二
、
さ
て
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
労
働
法
の
場
合
、
労
働
契
約
と
団
体

協
約
は
、
既
に
の
べ
た
よ
う
に
、
私
的
セ
ク
タ
ー
の
み
に
関
わ
る
制
度
な

の
で
あ
る
。
即
ち
、
自
営
業
者
と
そ
の
被
用
者
だ
け
が
、
労
働
契
約
を
締

結
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
団
体
協
約
は
、
自
営
業
者
と
被
用
者
と
の
間

の
労
働
関
係
を
規
制
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
で
は
、
労
働
契
約
と
団
体
協
約
は
、
今
や
、
全
て
の
労
働
者
に
関
係
す

る
制
度
で
は
な
く
て
、
私
的
セ
ク
タ
ー
の
み
を
規
制
す
る
制
度
と
な
っ
て

一
九
一



ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

い
る
。
で
は
、
自
主
管
理
が
導
入
さ
れ
て
い
る
社
会
的
セ
ク
タ
ー
の
場

合
、
労
働
関
係
の
設
定
原
因
は
、
一
体
、
何
な
の
か
。
こ
の
点
、
ブ
ラ
イ

チ
教
授
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
労
働
契
約
は
、
歴
史
的
に
は
、

労
働
関
係
設
定
の
主
要
原
因
で
あ
っ
た
。
現
在
で
も
、
一
連
の
国
々
で
は

そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
国
の
連
合
労
働
に
お
け
る
労
働
関
係
を
創
設

す
る
場
合
に
は
、
労
働
契
約
も
、
そ
れ
を
類
推
さ
せ
る
も
の
も
、
そ
れ
に

類
似
す
る
も
の
も
、
一
切
存
在
し
て
い
な
い
」
（
ダ
卑
昌
ρ
閑
区
8

ギ
ミ
o
這
o
。
ω
の
導
零
）
。
だ
と
す
る
と
、
労
働
関
係
の
創
設
に
は
、
何
が

必
要
な
の
か
。
既
に
の
べ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
繰
り
返
え
し
て
お
く
。

ま
ず
、
基
礎
組
織
の
労
働
者
評
議
会
が
、
特
定
の
労
働
者
と
労
働
関
係
を

確
立
す
る
こ
と
を
、
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
七
〇
条
）
。
こ
う

し
た
特
定
の
労
働
者
は
、
広
告
ま
た
は
公
募
に
よ
る
選
考
の
呼
び
か
け
に

応
え
た
候
補
者
の
な
か
か
ら
、
労
働
者
評
議
会
が
選
び
出
し
た
者
で
あ
る

（
一
七
二
条
）
。
次
に
、
そ
の
労
働
者
が
、
労
働
者
評
議
会
に
対
し
て
、

文
書
に
よ
る
申
し
立
て
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
申
し
立

て
は
、
基
礎
組
織
へ
の
労
働
者
の
労
働
の
結
集
に
関
す
る
自
主
管
理
協
定

な
ど
を
承
知
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
協
定
中
に
規
定
さ
れ
て
い
る
労
働
者

の
権
利
義
務
を
承
認
し
た
こ
と
を
、
内
容
と
す
る
（
一
七
三
条
）
。
連
合

労
働
法
は
、
労
働
者
評
議
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
労
働
者
が
、
文
書
に

よ
っ
て
、
こ
う
し
た
内
容
の
申
し
立
て
を
提
出
し
た
と
き
に
、
労
働
関
係

が
確
立
し
た
も
の
と
み
な
し
て
い
る
（
同
上
）
。
こ
う
し
て
、
連
合
労
働

一
九
二

に
お
け
る
労
働
関
係
の
確
立
に
は
、
労
働
者
評
議
会
の
決
定
と
労
働
者
に

よ
る
申
し
立
て
文
書
の
提
出
と
が
、
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
一
九

五
七
年
の
「
労
働
関
係
法
」
コ
三
条
は
、
「
労
働
関
係
は
、
労
働
者
と
経

済
組
織
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
合
意
に
も
と
づ
い
て
確
立
さ
れ
る
」
と
、

規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
前
に
の
べ
た
・
ソ
連
現
行
法
の
規
定
と
、
極

め
て
酷
似
し
て
い
る
。

　
三
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
労
働
法
を
ソ
連
労
働
法

と
比
較
し
た
場
合
、
「
労
働
契
約
お
よ
び
団
体
協
約
の
適
用
範
囲
の
縮
少
」

を
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
労
働
法
の
特
徴
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
、
労
働
者
の
企

業
自
主
管
理
制
度
の
展
開
と
、
ま
さ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
ー
今
後
の
研
究
計
画
1

　
私
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
労
働
法
の
研
究
に
必
要
と
思
わ
れ
る
文
献

を
、
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
滞
在
中
に
、
百
数
十
冊
収
集
し
、
そ
の
全
て
を
も
ち

帰
っ
た
。
そ
れ
故
、
今
後
数
年
間
は
、
と
り
あ
え
ず
、
以
下
の
項
目
に
つ

い
て
、
研
究
、
調
査
を
進
め
て
み
る
予
定
で
あ
る
。
二
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ

ィ
ア
に
お
け
る
自
主
管
理
社
会
主
義
と
労
働
法
。
二
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
労
働
法
の
歴
史
。
三
、
労
働
法
の
法
源
。
四
、
連
合
労
働
法
。
五
、
自

主
管
理
立
法
。
六
、
共
和
国
レ
ベ
ル
の
労
働
法
。
七
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
に
お
け
る
労
働
契
約
と
団
体
協
約
。
八
、
連
合
労
働
法
の
一
〇
年
。



九
、
他
の
社
会
主
義
諸
国
の
労
働
法
と
の
比
較
に
お
け
る
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ

ィ
ア
労
働
法
」
。
こ
れ
が
、
当
面
の
研
究
調
査
項
目
で
あ
る
が
、
こ
う
し

た
研
究
は
、
何
分
、
セ
ル
ピ
ア
語
へ
の
習
熟
を
不
可
欠
と
す
る
作
業
で
あ

る
か
ら
、
前
途
は
多
難
で
あ
る
。
集
中
的
に
取
り
組
ん
で
、
研
究
を
完
成

さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
る
。

　
追
記

　
こ
れ
は
、
　
一
九
八
四
年
一
月
一
四
日
に
、
早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所

で
、
講
演
を
行
な
っ
た
さ
い
の
テ
キ
ス
ト
に
、
多
少
の
加
筆
を
ほ
ど
こ
し

た
も
の
で
あ
る
（
一
九
八
四
・
二
・
二
二
記
）

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
労
働
法
の
歴
史
と
現
状

一
九
三


